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大阪府が各種の事業を行っていく上で必要な経費の大部分は、府民の皆さんの直接又は間接の負担で

賄われています。 

負担していただく形には、府の施設の使用料や各種の手数料など、いろいろなものがありますが、広

く負担していただいているのは府税です。 

 
 

 

  第 14 表  

 

府 民 所 得 と 府 税 負 担 の 状 況 

 

所得に対する

年　　度 府 人 口 実　　額 一人当たり額 実　　額 一人当たり額 負   担   率

（A) （B) （B)/（A)×1000 （C) （C)/（A)×1000 （C)/（B)

千人 百万円 円 百万円 円 ％

H25 8,856 25,017,520 2,824,923 1,044,209 117,910 4.2

H26 8,845 25,095,015 2,837,198 1,100,319 124,400 4.4

H27 8,839 26,180,661 2,961,948 1,284,042 145,270 4.9

H28 8,841 26,039,991 2,945,367 1,299,188 146,950 5.0

H29 8,841 27,089,339 3,064,058 1,328,870 150,308 4.9

H30 8,838 27,314,191 3,090,540 1,277,830 144,584 4.7

R01 8,842 27,196,452 3,075,826 1,310,358 148,197 4.8

R02 8,838 25,007,562 2,829,550 1,274,820 144,243 5.1

R03 8,806 - - 1,395,997 158,528 -

R04 8,782 - - 1,455,219 165,705 -

府　　民　　所　　得 府　　　　　　　　　　税

 
（注）1 府人口は、国勢調査の調査対象年においては「国勢調査」（総務省）、国勢調査の間の年においては「補間補正人口」（総務省）、 

最新の国勢調査年以降においては「人口推計（10月１日現在）」（総務省）による数値である。 

（注）  2 府税実額は、各年度の決算額である。（地方消費税については都道府県間の清算後の数値） 

（注）  3 府民所得の「実額」は「大阪府民経済計算」報告書による。 

（注）  4 府民所得の各年度の数値は、平成 27年基準の数値である。 

（注）  5 府民所得は、推計方法の改善、最新の統計調査の利用等により、数値の遡及改定を行っている。 

（注）  6 府民所得は、府民雇用者報酬、財産所得(非企業部門)及び企業所得の合計値である。 

 

 

府民の負担の状況 


